
  

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

◆
編
集
後
記
◆ 

 

「
建
築
協
定
ふ
く
お
か
」
第

６
号
の
発
行
に
当
た
り
、
記
事

の
作
成
に
つ
い
て
ご
協
力
を
い

た
だ
い
た
み
な
さ
ま
、
誠
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

「
建
築
協
定
ふ
く
お
か
」
で

は
、
皆
様
に
親
し
み
を
持
っ
て

読
ん
で
頂
け
る
よ
う
な
紙
面
を

つ
く
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
建
築
協
定
に
つ
い

て
の
ご
意
見
や
疑
問
、
取
り
上

げ
て
ほ
し
い
題
材
な
ど
が
ご
ざ

い
ま
し
た
ら
、
下
記
の
協
議
会

事
務
局
ま
で
ご
意
見
を
お
寄
せ

下
さ
い
。 

 

◆
事
務
局
よ
り
◆ 

「
建
築
協
定
ふ
く
お
か
」
を

地
区
内
に
配
布
さ
れ
る
場
合

は
、
協
議
会
会
員
（
各
協
定
地

区
の
代
表
者
）
の
方
に
、
必
要

部
数
を
郵
送
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
の
で
，
ご
希
望
の
方
は
、

下
記
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
下
さ

い
。
な
お
，
事
務
局
（
市
役
所

４
階
）
で
の
配
布
も
行
っ
て
お

り
ま
す
。 

「
建
築
協
定
の
結
び
方
テ
キ

ス
ト
」
が
リ
ュ
ー
ア
ル
し
ま
し

た
。 「

住
み
や
す
い
街
を
つ
く
る

た
め
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
」

と
し
て
，
よ
り
解
り
や
す
く
な

っ
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
も
ご
希

望
の
方
は
、
ご
連
絡
下
さ
い
。 

研修会（平成２２年度・第１回）について 

「建築協定の運営～概要と建築計画の承認～」 

昨年１０月２日（土）に各協定地区より２６名の

参加を頂き，平成２２年度・第１回研修会「建築協

定の運営（建築計画承認・建築図面の見方」を実施

しました。 

○ 建築協定運営と建築計画承認 

・ 建築協定に関する建築計画承認については，

運営委員会を開催し，書類で承認を行いまし

ょう。 

○ 建築図面の見方 

・ 建築計画承認がスムーズに行えるよう建築図

面の基礎学習を行いました。演習問題はかな

り好評でした。 

 

第６号 （平成 23 年 2 月 25 日）  

  研修会（平成２２年度・第２回）「ルールを育み，マチを育てる」講演会福岡市建築協定
地区連絡協議会

平成２３年２月５日（土）平成２２年度第２回

研修会にて九州大学大学院人間環境学研究院都

市・建築学部門助教 柴田先生を講師に迎え「ル

ールを育み，マチを育てる」講演会，意見交換会

を実施しました。 

各協定地区より３５人が参加されました。 

 

＜演目＞ 

○ 住宅地の「維持」「管理」 

～日米で異なる望ましい姿～ 

○ 花のマチを育てる 

～湊坂（新宮町）での取り組み～ 

○ ルールを育てからコミュニティヘ 

～青葉台ぼんえるふ（北九州市）での取り組み～ 

福岡市中央区天神１丁目８番１号（福岡市役所４階） 

TEL ７１１－４５８１  FAX ７３３－５５８４ 

ホームページ http：//machinaminorule.city.fukuoka.lg.jp/ 

 

事後アンケートのまとめ 

①「建築協定運営と計画承認」の内容はよく理解できましたか

よくわかった
48%まあまあ

39%

ふつう
9%

あまりわからなかった

4%

②「建築協定運営と計画承認」の内容は今後の運営のため
   になるとおもいましたか。

そうおもった
57%

非常におもった
43%

③「図面の見方」の内容はよく理解できましたか。

まあまあ
53%

よくわかった
30%

あまりわからなかった

4%

ふつう
13%

④「図面の見方」の内容は今後のためになるとおもいましたか。

そうおもった
57%

非常におもった
39%

どちらともいえない

4%

第６号 

○「日米で異なる望ましい姿」への感想 
・日米で住宅の「維持」「管理」に関する考え方

が異なり，日本では公より私の意識が強くルー

ルの遵守が難しいのではと感じています。日本

人の自我意識をコミュニティに向けさせる方

法はないのでしょうか。 

・急速な都市化，交通利便化（地下鉄，高速道路），

世代交代等々の中でルール作り，建築業者，不

動産業者との連絡調整を考慮しながら住民と

の検討をせねばと思います。 

・私は最初の住宅地の「維持」の難しさのところ

が目から鱗の感じで気づかされました。 

・日米の住宅管理の違いがわかってなるほどと思 

いました。 

○「湊坂での取り組み」への感想 
・興味を引き出すのはどうしたらよいか。 

・私たちの地域の建築協定は現在の住環境を守る

というもので，保守的だと思うが，湊坂の場合

はプラス思考であり，何か取り入れられたらと

考えた。 

・建築協定だけではなく，美しい街並み作りで共

通の場を作り，併せて，協定の意味を知っても

らう方法があることがわかった。 

・構造物，フェンスを利用したガーデニングに感

心しました。 

○「青葉台での取り組み」への感想 
・ルールを変化させ，コミュニティを作ることは

必要であると思いました。 

・宮脇氏による総合デザインから開発業者や建築

業者への啓蒙と認識の向上が必要だと思う。 

・当地区は従来から住宅地で和風・洋風の家が混

在し，また，築年数もバラバラであるが，建築

協定を結んだ本来の目的を理解し，定期的にコ

ミュニケーションの場を持つことができればバ

ラバラの中でも住環境は守れると思う。 

・私たちの協定地区は戦前からの戸建の住宅地で

あり，紹介のあった地区はうらやましい限りで

あるが，今回の事例を私たちの地区にどのよう

に応用していくのか興味はあるものの悩むとこ

ろである。 

・１０年後の課題は高齢化対策です。 

・最初は専門家による指導（実演）が大事であり，

そこをどうするかが課題だと思った。 

・ワークショップの中でデザインガイドを作って

協定内容の変更は大変であるが，ルールを作っ

て「○○しないほうがよい」「○○してはいけな

い」という表現で作っていくということは良い

ことだと思いました。 

・常に協定に対する認識を新たにするよう努力し

ている点，新しい地区なら不可能とは云えない

が古い地区では無理であろう。お世話する人（リ

ーダー）の苦労がしのばれました。 

・ガチガチの協定から住民の手によってより良く

変化していくことが非常に大切だと感じまし

た。 

・ビジュアル表現のルールブックの作成が必要だ。 

・時間の経過に伴い柔軟に変化に対応していくた

めにデザインガイドを別に作成し緩やかにまち 

なみを守っていることが大変参考になった。 

・ルール，協定の中で街並みをどう維持していく

かの参考になった。ただ，住民で行うより組合

を組成し，住民から年間費用を取り，業者に全

て発注したほうがよいと思う。 

受講後の意見 

研修会の様子 



  

     

 

九州八重洲（株）不動産事業部 久間 敏晴さん 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当地区は，昭和４１年に県住宅供給公社が戸建住宅

を分譲（一部土地分譲）し，４４年を経過いたしてお

りますが，所有者の高齢化が進んでいるため，空家，

売家が目立ち始めました。 

安心安全で閑静なまちなみですが，このままではま

ちなみが壊れるのではないかと心配した有志１７名

と共に約１年半の間に勉強会や三度の地域内のアン

ケートを実施し，建築協定の策定へと努力して参りま

した。 

その結果，地区の範囲を決定し，６割を超える合意

を得て，昨年９月末に認可を頂きました。 

今後は，隣接地の方々へ加入して頂けるように努め

て参りたいと存じます。 

松山２丁目 運営委員長 行徳 弘治さん 

小戸３丁目   足達 猛さん 

今回，初めて建築協定研修会に参加させて頂きま

した。会場には各協定区域の方々が来られていて皆

真剣でした。市の方の開会と建築協定運営として，

既存の協定区域，最近の認可の区域，申請予定の区

域などの説明がありました。次に，私もこれが不思

議だったのですが，隣接地と云うところです。協定

区域の外側と考えられがちですが，区域内に有ると

のことでした。この隣接地については市，各委員会

で協力して加入して頂けるよう働きかけをし，推進

していかなければならないということでした。その

後，図面の見方もあり終了後，考査もあって一般の

皆様は緊張したのではないかと思いました。そして

質疑となり閉会しました。時間がアッという間に過

ぎました。他に受けた講習会などでは眠気が差して

いましたが，そのようなこともなく本当に有意義な

研修会であったと思いました。 

私が質問したのは，当地区の協定内容と承認の取

り扱いについてでした。当協定書の条文では対象と

なる建築物はワンルーム住戸であり，共同住宅（床

面積３３㎡以上，２室の居室以上，と台所）に限定

されています。そのことにより，建築承認が必要な

ものは共同住宅を建築するときは運営委員会の承認

が必要とされています。一般住宅の規定はないのだ

から承認は不用ではないかと質問しましたところ，

市の方は，長期優良住宅は委員長の承認のみでよい

から承認をお願いしますと言われました。長期優良

住宅は住宅の性能を高め長く使えるように，これに

より優遇面も多々あるわけですが，棟のみの規定で

ありどのような点で協定の承認が必要ですかと問い

ましたところ，長期優良住宅については，前回の研

修会から市は書式をもって承認するようお願いして

いるということですが，協定条文にないものは解釈

しづらいと思いました。建築計画の承認の件でいろ

いろと市も協定区域の方も苦慮しているようです。 

また，一口に共同住宅といっても，長屋建住宅は

どうか，それぞれに分譲もあり，賃貸もあります。

当地区の協定の条文では共同住宅（アパート）のみ

しかありません。 

それでは具体的に触れてみますと共同住宅は共有

の階段，廊下があり各住戸に入るものですが，長屋

建住宅は直接住戸に入れるようになっています。 

 
「建築協定の運営～概要と建築計画の承認～」を受講して 

当地区は，福岡市が建築協定誘導のために指定した

重点地区の１７地区で最初に締結した建築協定である

と聞いています。 

一昨年１０月に４町内で出前講座をお願いしたので

すが，私たちの町内だけが勉強会を続けることとなり

ました。 

市の誘導ではありますが，勉強会・検討会への出席

率は高く，町内の皆さまの高い関心が伺えました。ア

ンケートでも回答率が高く，スムーズに準備委員会を

設立しました。 

しかしながら，いざ合意書を集める段階になります

と，なかなか難しく苦労しました。認可まで丸一年を

かけ，最終的には合意率５２％でなんとか認可できて

よかったというのが率直な感想です。 

とりあえず有効期間を５年間とていますが，皆さん

に建築協定を締結してよかったと実感して頂くことで

継続できればと考えています。 

愛宕１丁目１・２区 運営委員長 宮本 博壽さん 

 【58】 松山２丁目地区 

「ルールを育み，マチを育てる」を受講して 

 

 

 

トピック ～会員紹介～ 

実際，私の組内に２戸の長屋建賃貸住宅が数年前

に建っており，委員長に聞いたところ承認した覚え

はないということでしたが一般の人は，共同住宅も

長屋建住宅もアパートとしか思いません。おそらく

建築主側は，協定条文をみて長屋建住宅なので承認

は必要ないと解釈したと思います。現在，確認申請

業務は行政だけでなく指定確認検査機関があり，そ

ちらで申請したのではないかと思います。将来，協

定の見直しがあるときは，長屋建住宅（賃貸住宅）

と長期優良住宅を加えるよう提案したいと思いま

す。建築のニーズも多様化する近年，建築主側と対

等に図面などを見られる人を委員に加えるよう依頼

しておけばクッション役としてスムーズに承認がで

きるのではないかと考えます。当小戸３丁目につい

ては，私が設計の仕事をしていますので協力してい

きたいと思っています。 

笹丘２丁目 渡邊 健一さん 

「ある日突然隣に１０階建てのマンションが建つこ

とになったらあなたは・・・・・」で始まった笹丘２

丁目建築協定は、マンション建設反対と並行して私た

ちの住む地域が無秩序な高層建築に蚕食されること

の無いよう協定を締結することを進め、平成１７年７

月に市の認可を受けることが出来ました。 

 月日の経つのは早いもので、認可の５年が経過し、

この度協定を再度締結することで行動を開始しまし

たが、どのように作業を進めるか分からないことばか

りでしたが、この時にとても役に立ったのがこの研修

会で使われたテキスト「みんなで守るまちなみのルー

ル、建築協定運営の手引き」でした。 

建築協定とは？から始まり，有効期限がきれそうで

す。の各項目に図表を使ってコンパクトな文章で作成

されていて、今後建築協定に取り組む地区、継続する

地区の教科書になる資料と思います。 

作成に携わった方々の知性とご苦労の結果の資料

と思います。 

研修の後半は建築図面の見方を実際の申請図面か

ら配置図、求積図、平面図、立面図等に基づいて演習

問題に取り組み、改めて地区内で建築計画が出された

時の参考になる研修内容でした。 

 今後このような研修に多くの方が参加することで

福岡の秩序ある住空間が形成、維持されることを願う

一人であります。 

 【59】 愛宕１丁目 1･2 地区 

【60】シーサイドももち・百道浜４丁目Ｃ住宅地区 

【61】野間３丁目２区 

【62】ジョイナス雁の巣きらなみ 

【63】内浜２丁目８・９・１０ 

【64】照葉のまちづくり(戸建住宅香椎照葉二丁目北地区) 

認可手続き中 

弊社は、福岡市を中心に戸建分譲を行っている

住宅会社で、現在、雁の巣で「いつまでも住みや

すい、美しい街づくり」を目指し、建築協定の認

可を受け、「ジョイナス雁の巣『きらなみ』」47

区画を分譲販売しております。 

  

今回の「ルールを育み、マチを育てる」という

九州大学院柴田助教の講演をお伺いし、建築協定

は認可を受ける（締結する）ことだけが目的では

なく、将来にわたり住環境（住みやすい、美しい

街並み）の維持、そして増進していくことが重要

であると改めて考えさせられました。大変、勉強

になりました。ありがとうございます。 

 

 

これから、当分譲地では入居がはじまり、入居

者の方々による建築協定運営委員会へ建築協定の

運営を引き継いでいきます。 

引き継ぐにあたり、入居者の皆様に今回のテー

マでもある「ルールを育み、マチを育てる」とい

う意識をもって頂けるよう、建築協定の意義につ

いて正確に、そして分かりやすくご説明したいと

思っておりますので、今後ともまちなみのルール

づくり支援センターの上田様、中山様にはご指導

をお願い致します。 

 また、柴田助教に講演後、お伺いしたエリアマ

ネジメントができる方を育成する為の勉強会の開

催等がございましたら、是非参加させて頂きたい

と考えておりますので、よろしくお願い致します。

 

 

 

 

 ※【 】内は協定地区番号です。


